
補助額

ヘルメット購入金額の２分の１（上限２，０００円）
※ヘルメットは自転車用ヘルメットに限ります。
※他の補助券、割引券と併用することはできません。
※一人につき１個まで補助します。ただし補助を受けた方は、補助を受けた年から３年間は
再び補助を受けることができません。

対象
市内在住、在学（園児～大学生）の方で、豊橋市が開催する自転車交通安全教室へ参加し
た方が対象です。

問合せ先
豊橋市文化市民部安全生活課　交通安全グループ
TEL：0532-51-2550
E-mail：anzenseikatsu@city.toyohashi.lg.jp

購入方法
自転車交通安全教室に参加後、配付された割引券兼同意書に必要事項を記入し、取扱店へ
お持ちください。（割引を受ける際に本人確認をしますので、身分を証明できるものを提示して
ください。）

取扱店 裏面取扱店一覧をご覧ください。

その他

・取り扱っているヘルメットは取扱店により異なります。希望のヘルメットがある場合は事前に
お店へお問い合わせください。
・この補助制度で提供された個人情報については、豊橋市個人情報保護条例に基づき、豊
橋市及び取扱店において適正に管理し、当事業以外には使用することはありません。

豊橋市マスコットキャラクター

自転車に乗るときはヘル

メットを着用し、大切な

頭を交通事故から守りま

しょう！！
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